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PPP/PFI手法拡大の必要性
• 厳しい財政状況の中，効率的かつ効果的な
公共施設整備等の推進

• 新たな事業機会の創出，民間投資の喚起に
よる地域経済の活性化の実現

• 多様なPPP/PFI手法の拡大が必要

• 公共施設整備等に民間の資金，経営能力，
技術的能力の活用が重要
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アセットマネジメントに係る取組の背景
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公共施設の現状

市は，高度経済成長期から現在ま
で多くの施設を建設してきました。
このうち築30年を超える施設が全体
の約４割を占め，多くの施設の建て
替えや大規模改修が必要となって
います。

維持更新費用の増大

公共施設の全てを保有した場合の
維持更新費用は，向こう40年間で約
4345億円（年平均108.6億円）となり，
これまでの費用（年平均49億円）の
２倍以上が必要となります。

厳しい財政状況

人口構造の変化や経済状況の低
迷などから，老人福祉や生活保護
などのための費用が著しく増加。

毎年度，限られた予算の多くがそう
した経費に充てられ，財政の硬直化
が進んでいます。

少子高齢・人口減少社会の到来

約20年後の平成47年には，ピーク
時と比べ，14歳以下の年少人口が６
割，15～64歳の生産年齢人口が３
割も減少する見込み。一方，65歳以
上の人口は増加が見込まれます。

PPP/PFI推進に向けた盛岡市の取組(案)

官民連携事業（PPP）の取組方針

PPPロングリスト・ショートリストの作成・公表

民間提案への対応

PPP/PFIガイドブック

指定管理者制度導入の基本的考え方と運用の手引き
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官民連携事業（PPP）の取組方針

一定規模以上で民間の資金・ノウハウの活用が
効率的・効果的な事業について，多様なPPP/PFI手
法導入を優先的に検討する仕組み

盛岡市が今後，PPP/PFI推進に向けた優先的検
討に取り組む上での基本的な考え方をとりまとめ
たもの

• 対象施設・対象事業
• 官民連携事業の適用に向けた検討プロセス
• 民間事業者の募集・選定の考え方 等
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優先的検討の対象施設

盛岡市公共施設等総合管理計画に掲げる公
共施設等の個別施設計画において，PPP/PFI手
法の活用を検討することとしている公共施設等，
及び新規に整備等を行う公共施設等

新規に整備等
を行う公共施
設等

公共施設等総合管理計画に掲げる「個別施設計画」

策定済

活用検討を規定せ
ず

⇒改定時に再検討

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の活用を
検討する旨規定（原則）

【優先的検討対象施設】

今後策定・改定

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の活用を
検討する旨規定（原則）

【優先的検討対象施設】

優先的検討
対象施設
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優先的検討の対象事業

次のいずれにも該当する公共施設整備事業
■ 対象事業の基準

次のいずれかに該当し，民間事業者の資金，経営能
力及び技術的能力を活用する効果が期待できる事業

① 建築物系施設又は都市基盤系等施設の整備・運
営に関する事業

② 利用料金の徴収を行う公共施設の整備・運営に関
する事業

■ 事業費の基準
① 建設，改修に係る事業費の総額が10億円以上
② 単年度の運営費が１億円以上
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官民連携事業の適用に向けた
検討プロセス（簡易な検討）

市が自ら，候補とされたPPP/PFI手法の適否を検討
① 費用総額の比較による評価
従来型手法による場合と，PPP/PFI手法を導入した場合
の費用の総額を比較し，採用手法の適否を評価
ア 公共施設の整備・運営の費用
イ 民間事業者の適正な利益及び配当
ウ 調査に要する費用
エ 資金調達に要する費用
オ 利用料金収入
② その他の方法による評価
ア 民間事業者への意見聴取を踏まえた評価
イ 類似事例の調査を踏まえた評価
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官民連携事業の適用に向けた
検討プロセス（詳細な検討）

専門的な外部コンサルタントに委託し，従来型手法による場合と，
PPP/PFI採用手法を導入した場合とで,幅広い観点から費用総額を比
較（導入可能性調査）
① 検討項目
ア 従来型手法と採用手法の長所・短所の整理，解決策の検討
イ 委託業務の範囲，要求水準の検討
ウ リスク分担の検討
エ 従来型手法と採用手法の費用総額の算出と比較
オ 長期契約の適否の検討等（コンセッション事業及びBTO方式の
場合）

■ PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には，採用手法
の評価結果を市ホームページで公表
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民間事業者の募集・選定の考え方

ア 競争性の確保
公募を原則

イ 公平性・透明性の確保
選定方法や選定基準をあらかじめ明示

ウ サービス水準の確保

達成すべきサービスの内容・水準，性能等を客観的かつ
具体的に明示
エ 責任・役割分担の明確化
リスクを最も適切に管理できるものが当該リスクを管理

オ 守秘義務の確保
守秘義務の担保を契約書に明記
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PPPロングリスト・ショートリストの作成

早い段階からの民間事業者への事業情報の提供等を
目的として，「PPPロングリスト」と「PPPショートリスト」に区
分し，毎年度作成し公表
■ PPPロングリスト
盛岡市総合計画及び盛岡市公共施設等総合管理計
画における個別施設計画に掲載されている公共施設
等の整備等を行う事業の中から，将来的にPPP/PFIに
よる事業実施の可能性が考えられる事業
■ PPPショートリスト

PPP/PFIによる事業化が決定し，その年度に，最適な
事業手法の検討調査やアドバイザリー業務委託など
に係る予算措置が行われている事業
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PPPロングリスト掲載予定事業（一部）
• 学校の大規模改修・複合化等事業
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PPPショートリスト掲載予定事業（一部）

• 盛岡南公園野球場（仮称）整備事業
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民間提案等への対応

• PFI法に基づかない提案「民間発案」
• PFI法に基づく民間事業者からの実施方針の
策定等に係る提案「民間提案」

区分 民間発案 民間提案

受付対象事業 PPPロングリスト掲載の公共
サービス事業

PPPショートリスト掲載の公共サー
ビス事業

受付提案内容 ・PPP事業化に向けたアイディア
の提案

（実施方法，事業計画，民間ノ
ウハウ等）

・PFI事業の実施方針案の提案
・PPP事業化に向けたアイディア
の提案
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地域プラットフォームの活用

（仮称）もりおかPPPプラットフォーム
■ 設置目的

• 公共施設マネジメントを着実に推進
• 民間事業者のPPP/PFIに関するノウハウ習得
と事業参画に向けた競争力強化

• セミナー開催や意見交換等を継続的に展開
する場
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事業案件の形成に向けた検討・準備の場

盛岡市におけるPPP/PFI地域プラットフォーム 概念図

盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化計画（長期計画・中期計画・実施計画）

•H28～H37の10年間で，計271施設の長寿命化工事を実施（総事業費約542億円）
•最適化･･･個別施設の方向性を定め，施設の複合化，譲渡，解体，転用，減築等による施設保有量の総量縮減
•長寿命化･･･耐用年数80年を目指し，長寿命化工事を実施（築後概ね20年・60年で修繕，40年で大規模改修）

公共施設マネジメントの推進

持続可能なまちづくりの実現

建築物系施設 都市基盤系等施設

個別施設計画

•道路・橋りょう，河川，公園，上水道，下水
道，病院，市場等

盛岡市公共施設等総合管理計画

官民対話

プラットフォームの特徴
・フラットな立場
・緩やかなつながり
・異業種間の交流
・ビジョンの共有

事業化へ

クローズ（コンソーシアムの組成）

オープンな場
（地域プラットフォーム）

産 学 官 金

（仮称）もりおかＰＰＰプラットフォーム

情報共有 意見交換
サウンディ
ング

ネットワー
ク

ノウハウ
習得

普及啓発

事業案件の形成

民間が主役の「稼げる」まちづくり

設置主体：盛岡市
コアメンバー：地域金融機関等で構成

コアメンバーの役割（予定）
（仮称）もりおかPPPプラットフォームが，関係者にとって意義
あるものとなるよう，事業の企画立案及び諸調整を行う。

財政負担軽減を図りつつ，施設保有の
最適化，長寿命化を計画的に推進

新たな事業機会
の創出
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地域プラットフォームの今後の展開

■ サウンディング・官民対話の場

• 公共施設整備に向けた基本構想の策定段階に
おけるPPP/PFIの可能性の検討

• 基本計画の策定段階におけるPPP/PFI採用手法
の検討 など

■ 地場企業を育成する場

• 将来的には，地場企業により構成されたグルー
プによる事業提案，受注実現を目指し，段階的
に展開
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